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示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
六
十
九
号

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公

衆
浴
場
入
浴
料
金
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

な
お
、
令
和
元
年
東
京
都
告
示
第
四
百
七
十
三
号
（
公
衆
浴
場
入

浴
料
金
の
指
定
）
は
、
令
和
三
年
七
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
衆
浴
場
入
浴
料
金

㈠

十
二
歳
以
上
の
者
一
人
に
つ
い
て
の
入
浴
料
金

四
百
八
十

円
㈡

六
歳
以
上
十
二
歳
未
満
の
者
一
人
に
つ
い
て
の
入
浴
料
金

百
八
十
円

㈢

六
歳
未
満
の
者
一
人
に
つ
い
て
の
入
浴
料
金

八
十
円

二

公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
措
置
等
の
基
準
に
関

す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
四
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
公
衆
浴
場
（
公
衆
浴
場
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
特
別
区
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
が
定
め
る
条
例
に
お
い

て
定
め
ら
れ
る
こ
れ
に
相
当
す
る
公
衆
浴
場
を
含
む
。
）
の
入
浴

料
金
に
つ
い
て
は
、
一
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
十
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴

取
（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長
に
対

し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と

な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。令

和
三
年
七
月
二
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
三
年
八
月
三
日
（
火
曜
日
）
午
後

二
時
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
青
梅
合
同
庁
舎
三
階
第
二
会
議

室青
梅
市
河
辺
町
六
丁
目
四
番
地
の
一

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指

導
第
三
課
指
導
第
一
担
当
（
東
京
都
青

梅
合
同
庁
舎
三
階
）

青
梅
市
河
辺
町
六
丁
目
四
番
地
の
一

電
話
〇
四
二
八
（
二
三
）
三
六
九
二

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
本
町
三
丁
目
六
番
四
号

岩
谷
産
業
株
式
会
社

建
築
敷
地

羽
村
市
緑
ヶ
丘
三
丁
目
三
番
一
の
一
部

地
域
地
区

等

工
業
専
用
地
域
及
び
準
防
火
地
域

申

請

の

概

要

工
事
種
別

及
び
用
途

新
築

物
品
販
売
店
舗
（
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）

敷
地
面
積

約
一
、
三
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
面
積

約
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
骨
造
ほ
か

地
上
一
階

高
さ

四
・
九
六
八
メ
ー
ト
ル

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
三
項
た
だ
し
書
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六

十
九
条
及
び
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17383号）東 京 都 公 報令和3年7月26日（月曜日）３
◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
指
定
自
立
支
援
医
療

機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十

三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

羽
村
市
羽
字
武
蔵
野
四
千
二
百
七

番
一
、
同
番
四
、
四
千
二
百
十
番

一
、
同
番
三
、
同
番
六
、
四
千
二

百
十
一
番
三
、
四
千
二
百
十
二
番

二
、
四
千
二
百
十
三
番
一
か
ら
同

番
三
ま
で
及
び
四
千
二
百
十
四
番

三

羽
村
市
羽
字
武
蔵
野
四
千
二
百

七
番
地

医
療
法
人
社
団
三
秀
会

理
事
長

三
浦

剛
士

あ
き
る
野
市
瀬
戸
岡
字
中
耕
地
五

百
七
十
番
九
、
五
百
八
十
七
番
二
、

五
百
八
十
八
番
一
及
び
同
番
二

あ
き
る
野
市
瀬
戸
岡
五
百
二
十

四
番
地
七
メ
ッ
ツ
カ
タ
ク
リ
一

〇
一
号

森
田

大
輝

あ
き
る
野
市
瀬
戸
岡
五
百
二
十

四
番
地
七
メ
ッ
ツ
カ
タ
ク
リ
一

〇
一
号

森
田
麻
紀
菜

国
分
寺
市
戸
倉
三
丁
目
五
番
七

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
八
番

十
三
号

テ
ィ
ー
ア
ラ
ウ
ン
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
橋

博
範

国
分
寺
市
内
藤
二
丁
目
八
番
十
一

か
ら
同
番
十
六
ま
で

小
平
市
学
園
西
町
二
丁
目
二
番

十
五
号

有
限
会
社
マ
コ
ト
プ
ラ
ニ
ン
グ

取
締
役

金
澤

眞
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国
分
寺
市
西
町
二
丁
目
三
十
番

地
十
一

株
式
会
社
ト
ム
ズ
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

鈴
木

努

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
三
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ア
ク
ア
シ
テ
ィ
お
台
場

二

店
舗
所
在
地

港
区
台
場
一
丁
目
七
番
一
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社
ほ
か
五
十

五
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

日
本
ト
イ
ザ
ら
ス
株
式
会
社
ほ
か
四
十

七
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

イ
オ
ン
ペ
ッ
ト
株
式
会
社
ほ
か
八
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

世
田
谷
区
三
宿
一
丁
目
十
三
番
一
号

（
株
式
会
社
プ
ロ
ビ
ジ
ョ
ン
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

品
川
区
東
大
井
二
丁
目
一－

五
（
株
式

会
社
プ
ロ
ビ
ジ
ョ
ン
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

辻

晴
芳
（
イ
オ
ン
ペ
ッ
ト
株
式
会

社
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

米
津

一
郎
（
イ
オ
ン
ペ
ッ
ト
株
式
会

社
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
三
年
七
月
七
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十

一
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

池
袋
ス
ク
エ
ア

二

店
舗
所
在
地

豊
島
区
東
池
袋
一
丁
目
十
四
番
一
号

三

設
置
者
名

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
二
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
イ
ー
グ
ル
リ
テ
イ
リ
ン
グ

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

七

変
更
日

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

八

届
出
日

令
和
三
年
七
月
七
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十

一
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


